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●	回答者数は451人
●	性別では女性が少し多い
（６割近く）。年齢別では
半数が20代

●	95％の人が働いた経験（アルバイト、パート含む）がある。
●	現在働いているのは80％（350人）。（※このアンケー

トでは、有償での働きに限定した）
－職業の種類では、通販や訪問販売などの販売業小売業、
宿泊業飲食サービス業などが多い。
－働き方の形態では、正規職員が半数以上（53.7％）。以
下、多い順に、パートアルバイト29％、非正規7.4％、
派遣3.7％、その他（5.7％）。
－勤続年数では、3年以上（42.0％）、1年未満（23.1％）、
1～ 2年（20.9％）の順。

●	現在働いていないのは99人、その理由として「学生・
主婦」を挙げた人が最も多く6割、仕事を探しているが
見つからないのは11％。

■調査の目的
　若者をめぐる就職就労環境は依然として厳しい。2013
年の完全失業率は24歳以下が6.9％、25～ 34歳5.3％、
フリーター数は182万人、ニート数は60万人（2014年
厚生労働白書）。政府は景気回復を主張しているが、企
業と若者との間のミスマッチや、正社員として働く機会
がなく非正規雇用で働いている者（不本意非正規）の増
加、さらに格差の増大、また、若者を使い捨てにする企
業（ブラック企業）も大きな社会問題となっている。
　東京・生活者ネットワークは、若者を中心とした「働
き方」について、現状の課題を解決するような政策提案

につなげるため、若者世代を対象に、「働き方」を巡る現
状や悩み、労働法などに関する知識についてアンケート
調査を実施した。

■調査概要
●	調査時期：2014年5～ 9月
●	調査対象：年齢は15～ 39歳（現在働いているか否か
は問わない）

●	調査方法：各地域ネットが、①対面で聞き取り、ま
たは②アンケート用紙を預け、後日、郵送等で回収、
③東京生活者ネットワークのホームページに掲載し
フォームから回答

〒160-0021　東京都新宿区歌舞伎町 2-19-13　ASK ビル 4・5 階   Tel.03-3200-9189　Fax.03-3200-9274
E-mail tokyo@seikatsusha.net　URL http://www.seikatsusha.me　2015 年 1 月 20 日発行

働いて
いない：99人

未記入：2人

現在の
状況
n＝451 働いて

いる：350人

パート・
アルバイト
：103人

派遣
：13人

正規職員
：188人

非正規職員
：26人

働き方の
形態
n＝350

その他（フリーランス、
自営業等）：20人 未記入：2人

仕事が
見つからない：11％

仕事以外に
やりたいことが
ある：5％

病気：4％

やりたい
仕事がない：3％

その他＋
未記入：17％

現在働いて
ない理由
n＝99

学生･主婦
：59％

　東京ネットは、調査企画の段階で、若者を中心に、雇用状
況の悪化や貧困の問題に取り組んでいる NPO 法人 POSSE へ
のヒアリングを実施、労働法制の問題を共通認識としつつ、
一方で、安定した生活ができることを前提に、多様な働き方
も視野に「できれば“暮らしていける”コミュニティビジネス」
ついても検討した。
　今回のアンケート結果からは、労働教育の充実、相談機能
の充実、ディーセント ･ ワーク ( 働きがいのある人間らしい
仕事 ) の実現などの課題が浮かび上がった。これらをふまえ
て提案する。

実際の社会で役立つ労働教育を
　調査結果で明らかになったのは、まず、学校における労働
教育の課題である。労働関係の制度について、どこで学んだ
かの質問では、殆どの項目で、一番が「バイト先・新聞等」、
次が「学校で学んだ」となっている。学校では、実践的な教育
がなされていないか、少なくとも、社会に出てから役に立つ
と感じられていないのは確かである。
　既述のPOSSEは、「労働法教育」として、若者の職場の現
状や、違法状態に直面した際の実践的・効果的な対処方法に
ついて伝える出張授業を2009年度から高校・専門学校・大
学で行っている。多くの場合、高校では総合の時間、大学で
は「キャリア形成」科目等の時間に実施、実際に労働相談を受
け、解決に導いた経験のあるPOSSEの学生スタッフが中心と
なって活動している。社会に出てから問題意識を持ちさらに
勉強する人は限られており、実際に社会で役立つ基礎的な労
働教育を、学校の授業に取り入れることが必要である。

活用しやすい相談機関を身近に
　労働問題に関する相談機関としては、ハローワークの認知
度が高いが、実態としては、多くの人が、仕事や職場の悩み
を相談するのは、友人や族など身近な人である。ハローワー
クも含め、公的な機関は殆ど利用されておらず、また、4人
に1人は、問題・悩みがあっても、どこにも相談せずに諦め
ている。身近に活用しやすい機関があれば、解決につながっ
たケースは少なくないと思われる。
　自由記述では、働きやすい職場にしていくためには「コミュ
ニケーション」や「人間関係」の記載が多いが、一方、働くこ
とついて、気になっていることでは、法律や制度など、労働
問題に関する内容が多く、意識の強さを感じさせる。具体的
に、36（サブロク）協定など労働者の権利等について意識せ
ずに就職することが、如何にリスクが大きいか、学生のうち
はなかなか自覚が持てないのが現実であるが、昨今のブラッ
ク企業等の報道で、労働問題への危機感は強まっていること
がうかがえる。

労働法制を分かりやすく
　「労働教育」や「相談機関」の課題の背景には、「労働法制が
分かりにくい」という問題がある。「労働法」という1つの法
律があるわけではなく、労働基準法、最低賃金法をはじめ、
労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、労働組合法、労
働契約法、男女雇用機会均等法など、たくさんの法律がある。
雇用保険など、個別に要件が異なる場合もあり、最低賃金な
ど、法律によって必ず保障されているものと、労働者が黙っ
ていると同意とみなされてしまうものもあり、注意が必要と
なる。制度の目的は労働者の保護であるはずだが、労働者側
が充分理解して使えるような制度とは言い難い。
　また、本来の趣旨どおりに運営されていれば、これほど
まで若者が使い捨てにされるような問題には至らないはず
である。

雇用者側も意識改革・工夫を
　雇用する側の意識改革の必要性は言うまでもない。近年、
産業構造や雇用環境の変化により、労働者の健康課題は拡大、
うつ病などの病気改善後の復帰対応も含め、メンタルヘルス
も必要である。事業者が選任する「産業医」だけでは、雇用さ
れる側の立場にたった対応を期待できない。また、中小企業
では、個別には対応が困難な課題を解決するため、ネットワー
ク化を図ることが求められる。

やり直しのできる社会、若者支援は高校から
　一度、意思と異なる方向に進んだり失敗したりすると、や
り直しができず、抜け出せない実態がある。自己肯定感が低
いと、相談に行き自分の現状を話すことが後ろめたくなるな
ど、相談機関に向けての最初の一歩を踏み出すことが難しい
との声もあった。
　やり直しのできる社会（リカレント社会）の実現とともに、
高校卒業後だけでなく中退でも途切れないフォローアップ体
制が必要だが、現実は放置されている。大阪府の事例 ｢居場
所カフェ｣ 等*を参考に、若者支援は高校から始めることが
重要である。

アンケート結果から提案へ

20 代：229 人

30 代：174

10 代：46 人

回答者
プロフィール

調査の目的・概要

回答者プロフィール

提案1

提案2

提案3

提案5

提案4

若者が　使い捨てにされない社会へ
若者の働き方・アンケート調査から

2014年調査･概要版

＊�産業医…労働者が常時50人以上の事業場では、産業医を選任し、
労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなってい
る。999人以下なら非常勤（嘱託）で可能。

＊�大阪府は2013年度から府内の公私8高校をモデルに、NPO等に
委託し、生徒が学校内で孤立しないように教室以外の居場所づく
り「居場所カフェ」や相談支援を行う「高校中退・不登校フォロー
アップ事業」を実施。（担当：政策企画部�　青少年・地域安全室青
少年課�　健全育成グループ）


